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　情報公開の請求は、どなたでも行うことができ、閲覧は

無料です（複写などは実費）。

　令和 7年度の公開請求の処理状況は、下表のとおりです。

区 分 決 定 件 数

全部公開 9件

一部公開 10 件

非公開 0件

不存在 2件

計 21 件

「個人情報保護制度」「個人情報保護制度」、、「情報公開制度」と「情報公開コーナー」「情報公開制度」と「情報公開コーナー」
 総務部 総務課 ☎ 381-1005

　市が保有する個人情報は、個人情報保護制度により具体

的な管理ルールが定められており、自己の情報の開示や訂

正などを求めることができます。

　自己に関する個人情報の開示の請求は、どなたでも行う

ことができ、閲覧は無料です（複写などは実費）。

　令和 7年度の開示請求の処理状況は、下表のとおりです。

区 分 決 定 件 数

全部開示 8（15）件

一部開示 10 件

不開示 1件

計 19（15）件

● 個人情報保護制度

　市役所本庁舎 1 階市

民相談室横の情報公開

コーナーでは、行政情

報に関する冊子などを

閲覧することができま

す。お気軽にご利用く

ださい。

● 情報公開コーナー

※（ ）内は職員採用試験結果の開示件数

　市が保有する文書や情報を、皆さんからの求めに応じて

公開する制度です。この制度によって、市民参加による公

正で開かれた市政の推進を目指します。

● 情報公開制度

所得割
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医療分 子ども分

令和 6・7 年度 令和 8・9年度 差 令和 8年度

 均等割

（被保険者全員が等しく負担）
52,953円/年 59,963円/年 7,010円増 1,364円/年

 所得割

（被保険者の前年の所得に応じて負担）
11.79%/年 11.61%/年 0.18ポイント減 0.28%/年

 限度額

（1年間の上限額）
800,000円/年 850,000円/年 50,000円増 21,000円/年

▼ 保険料の計算方法

均等割

59,963 円【医 療 分】

【子ども分】 1,364 円

（前年所得－最大 430,000 円※）× 11.61%

【医 療 分】

（前年所得－最大 430,000 円※）× 0.28%

【子ども分】

1 年間の保険料

限度額 850,000 円

【医 療 分】

限度額

【子ども分】

医療分と子ども分を合わせた額

※前年の所得金額により控除額が異なる場合があります

（100 円未満切り捨て）

　21,000 円



　市職員などが要望に応じて直接伺い、市政に関するさまざまな情報を分かりやすく説明し

ます。皆さんの「知りたい」気持ちに応えられるよう、講座のメニューを見直しました。

　昨年度は 122 件の申し込みがあり、延べ 5,787 名の方が参加しました。

 市民生活課 ☎ 381-1124

対　　象：市内に在住・在勤・在学する 10 名以上の団体

開催日時：平日 10:00 ～ 21:00

　　　　　質疑応答や意見交換を含め、1時間以内

場　　所：市内の会場

　　　　　※申し込む団体でご用意ください

申　　込：希望日の 3週間前までに、希望する講座の担当

　　　　　課へ問い合わせ

１申し込み 日程調整２ ３講座実施

　右の二次元コードで確認できるほか、

市本庁舎情報公開コーナーや各公共施設、

市内 JR 各駅などで配布しています。

　ごみの分別方法や出し方、減らし方などのごみと

リサイクルの疑問についてお答えします。

　市内の市民活動団体は、それぞれの団体が持つ特性

を生かした講座を行っています。メニュー表は下の二

次元コードで確認できるほか、市民生活課

窓口、市民活動センター・あいの窓口など

で配布しています。

　希望する場合は、市民活動センター・あいへ直接また

はメール（ info@center-i.jp）でお申し込みください。

講座メニュー 市民活動団体版 出前講座

出前講座の案内

 廃棄物対策課 ☎ 383-4211
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ピックアップ出前講座「ごみとリサイクル」

市税の納付はキャッシュレス納付が便利です

eL 番号や eL-QR（二次元コード）が記載されている納付書

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0

○○税 令和 8年度

〇期 000000

○○　○○ 様 eL 番号： 0000000000000000000000000000

二次元

コード

※ eL 番号や el-QR（二次元コード）が

印刷されていないものはキャッシュレス

納付ができません

0 0 0 0 0 00000

キャッシュレス納付ができる納付書 ▼ スマホ決済アプリ　
　eL-QR（二次元コード）をスマホ決済アプリで読み

取って納付します。詳しい納付手順などは、「地方税

お支払サイト」で確認してください。

　「地方税お支払サイト」HP ▶

▼ 地方税お支払サイト
　「地方税お支払サイト」（下の二次元コード）にアクセス

し、納付書に印刷されているeL-QRを読み取るか、eL番号

を入力すると、クレジットカードなどで納付が可能です。

0 0 0

※キャッシュレス決済で納付すると領収書が発行されません

※年金から天引きで納付している方に対しての納付書の発行はでき

ません

※軽自動車税をキャッシュレス納付した場合、納税証明書が手元に

残りませんのでご注意ください

出前講座を受講しませんか？出前講座を受講しませんか？
市政の疑問を市職員が解決市政の疑問を市職員が解決

　スマートフォンやパソコンから市税を納付できます。コンビニや金融機関に行かずに、自宅から支払いが可能です。

 納税課 ☎ 381-1013


